
馬

豚

牛

乳用成牛

乳用子牛等

肥育用成牛
肥育用子牛

その他の肉用成牛

その他の肉用子牛等

乳用種種雄牛

肉用種種雄牛

一般馬

種雄馬

種豚

肉豚

乳牛の雌で出生後6か月以上

授精又は、受精卵移植の後240日以上の乳牛の胎児及び生後
5か月までの子牛
乳牛の雌等・種雄牛以外で肥育を目的として生後6か月以上

肥育用牛で生後5か月までの子牛
乳牛の雌等・種雄牛・肥育牛以外で生後6か月以上
授精又は、受精卵移植の後240日以上の肉牛の胎児及びその他
の肉用牛で出生後5か月までの子牛
乳用種に属する種雄牛で、種畜証明書の交付を受けているもの
肉用種に属する種雄牛で、種畜証明書の交付を受けているもの

明け2歳以上（出生の翌年から）
品種にかかわらずすべての種雄馬で、種畜証明書の交付を受けて
いるもの
出生後6か月以上の繁殖用の豚

出生後20日以上の種豚以外の豚

加入対象となるのは

対象となる事故は

加入できるのは 牛、馬又は豚につき、養畜の業務を営む人が加入できます。

　死亡（と殺による死亡は除かれます）、廃用、病気やケガ（牛の胎児、肉豚を除く）
盗難などが対象となります。

※乳牛の雌等とは、乳用成牛と乳用子牛等をいいます。
※原則、補償期間が１年の場合、引受する胎子の頭数は、乳用成牛及びその他の肉用成牛が生後12か月に達した
時より胎児１頭となります。また、経産牛では分娩予定の２か月前から胎児２頭、それ以外は胎児１頭となり
ます。
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加入方式

包括共済

個別共済

対　象　家　畜

牛・馬・豚
（種雄牛及び種雄馬を除く）

種雄牛及び種雄馬

内　　　容

家畜１頭ごとに加入できます。

対象家畜の種類ごとに、飼養している全頭を
加入しなければなりません。
子牛・胎児も併せて加入することができます。

補償される期間（共済掛金期間）は

共済金額（契約補償額）は

加入できる方式は

●「包括加入」と「個別加入」の2種類があります。

● 事故除外方式

（注）１　肉豚については、飼養区分（離乳又は導入の日を同一とする群）ごとに引き受ける群単位引
　　　　　受方式と、年間一括で引き受ける農家単位引受方式（「特定包括共済」といいます。）が
　　　　　あります。
　　　２　特定包括共済については、一定の加入資格要件を満たす農家が加入できます。
　　　３　肉豚以外の包括共済及び特定包括共済（肉豚）の場合、共済責任開始後、新しく導入された
　　　　　家畜又は加入資格月（日）齢に達した家畜は、家畜共済に加入することになります。

　対象となる事故を限定した引受方式となります。ただし、飼養頭数等の加入要件があります。　対象となる事故を限定した引受方式となります。ただし、飼養頭数等の加入要件があります。

　原則として掛金を納入した日の翌日から１年間となりますが、加入の始期を統一している
組合では、特定の日から補償が開始します。また、途中で家畜を導入し追加増額する場合や
新しく加入する場合、補償期間は１年未満となり、共済掛金は月割で計算されます。

　共済金額は、家畜の価額に最低割合（３～４割、肉豚は５割）を乗じた額と最高割合の
８割を乗じた額の範囲内で、農家が申し出た金額により設定します。

※家畜の価額は、種類や月齢、年齢、能力等により基準となる価格が定められています。
※乳牛・肉牛の胎児価額は、近隣の家畜市場の平均取引価格から初生牛価額を算出しています。
※乳牛胎児と肉牛胎児の両方に加入している場合は、乳牛胎児が乳牛の雌以外のときは、生まれた
月の翌々月には、肉用子牛に目的変更されます。

（設例）
家畜の価額

個々の家畜の価額の合計額　90万円

乳　牛
90万円の80％

A　20万円

B　30万円

C　40万円

90万円の30～40％
　　　　　　　　　27万円～36万円 　 ～ 　 72万円

この範囲内で加入者が共済金額を選択します。

１　肉豚の群単位引受方式の補償期間は、出生後第20日（離乳後）の日から出生後第８月の月の末日まで
となります。例：１月15日生れの豚は、２月３日から８月31日までです。
２　家畜を導入するときの責任開始は、自己の飼養場所で運搬車両から完全に降ろした時となります。ま
た、家畜を譲渡するときの責任終了は、自己の飼養場所から運搬車両に乗せた時となります。

（注）
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（異動例）

◎乳牛3頭が包括共済に
　加入しました。

◎途中で30万円の乳牛の雌Ｂを譲渡しました

◎途中で30万円の乳牛の雌Dを導入しました
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